
 

 

 

 

 

 

第４回 

ジェトロ環境社会配慮ガイドライン策定委員会 

 

平成１９年１月２２日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－1－ 

午後 ２時０２分開会 



－2－ 

 それと、この情報の中身につきましては、あくまでも環境関連の質問が出ましても、基本的

には投資アドバイザーでございますので、法令、税制等々を中心といたしまして、必ずしも環

境の専門家ではないということをご承知おきいただければと思います。原則としましては現地



－3－ 



－4－ 



－5－ 



－6－ 





－8－ 





－10－ 

配慮確認を日本貿易保険さんも行いますので、利用者の利便性を考えまして、そういうことも

お伝えしております。 



－11－ 

らいの時間がかかって、どのぐらいの作業が必要となるかということをまとめたものでござい

ます。 

 今まで話したのと全く同じでございますが、スクリーニング、カテゴリ分類を行いまして、

ＥＩＡの審査を行い、そのＥＩＡを公開する。またその内容に基づいて質問状のやり取り、現





－13－ 



－14－ 

主体に対して、私どもなりに環境社会配慮を求めていいます。ですから、手続的な瑕疵の確認

と、それからプロジェクトの実際の不備、こういったものをなるべく早い段階で把握をして、

十分でない場合には金融機関として影響力を持つ。さらにご関心がある、あるいは我々自身と

して関心があるものについては、融資の判断のタイミングだけでなくて、以降のモニタリング





－16－ 







－19－ 

使い分けていないかもしれませんが、ＪＢＩＣといった場合に、主体としてのＪＢＩＣでご説







－22－ 

実施に当たって必要となる環境・社会配慮への対応等の実施が困難な案件」、こういった案件

は提案していただいても駄目ですよ、ご遠慮くださいということが書いてございます。 









－26－ 





－28－ 

ども示しているわけではございませんけれども、例えば我々の頭の中で想定しているのは、大

規模な住民移転が行われる可能性があるのだけれども、それへの具体的な対応策がちょっと考

えられませんということであれば、これはもうそもそも案件としては不適当ではないかという

ことで、最初から対象から外すということかと思います。 

 ただし、環境問題に対応できないということで、審査委員会の段階で外したものはまだあり

ません。みずから皆様が出されないということかと考えます。 

○満田委員 もう１点だけ。例えば審査委員会の段階で、この案件は当然こういう環境影響、

社会影響が予測されそうなので、そこら辺に印ヘ臋ŕ考ゥに 贁そざごうえぶな



－29－ 

事情によって調査が延びることが余儀なくされたケース、例えば紛争があった場合などには年



－30－ 

でしてみたいと思うのですけれども、１つは現地政府とジェトロさんの関係です。当該案件を

見ましてどういうご関係なのかという点と、２つ目ですが、実際受託企業が現地でいろんな環

境社会調査をされる。そこでデータや関係資料の収集というようなことが実は一番大事な点な

んですが、こういった点でジェトロさんは特段の支援なり応援なりということをされるのかど

うかというところをお伺いしたいと思うのです。 

○清水部長 ＪＩＣＡさん、ＪＢＩＣさんの案件は要請ベースでございますけれども、ジェト

ロ調査は要請ベースではなく、まさにプロジェクトをどういうふうに作るかという段階です。











－35－ 

す。 



－36－ 

トロに別にないという、そういうことだと思いますね。ＪＢＩＣですとじゃ融資しないよとい



－37－ 












